
公園及び公園トイレにおける保全状況調査 
－公共空間における維持管理保全の手法に関する研究 その１－  

                日大生産工 (院) ○福井典子   日大生産工   曽根陽子      

日大生産工   亀井靖子 
  

1 研究背景・目的 

建築の内外空間に対する印象や評価は、建築家や

都市計画家によってつくられる建築空間のデザイン

や施工精度、材料だけでなく、供用開始後に使用者

や管理者によってつくりだされる「保全状況」によ

って大きな影響を受ける。「保全状況」とは、建物

内外の汚れやゴミ、掲示物、装飾品などの整理・整

頓などの整理・整頓・清掃・転じ状態の総称と定義

する。「保全状況」は、モラルや地方習慣、階層な

ど使用者の人的属性によって決まる側面も多いが、

建物の形態や表面形状、清掃回数と手段、管理規約

など、それらを適切に設定することによってコント

ロールできる側面も少なくない。本研究の目的は、

建築、特に公共空間内外の「保全状況」を良好にコ

ントロールする手段を示すことである。 

2 保全状況の実態 
保全状況の実態を把握するため、研究協力者であ

る東京都財務局技術管理担当部長・首都大学東京客

員教授である山本康友氏にヒアリングを行った。氏

は、これまで維持管理に関わる部署に長く在籍して

いたため維持管理保全の現状を把握している。また、

維持管理保全に関する既往の論文を調査した。 

現在、庁舎執務空間に関しては杉田氏らによる研

究がかなり進んでいるので、民間の建物や駅舎など

は保全状況を維持することで事情利益に即反映され

るため評価基準があり、費用対効果で維持管理保全

法が判断されている。公共建築のハード面の維持管

理保全は数十年に及ぶ研究の蓄積があり、維持管理

保全の重要性が認知されている。しかし、清掃やゴ

ミ捨てなど（ソフト面）は、大雑把な経験則で発注・

業務されている。基準が明快でないため、価格だけ

の入札になってしまい、ダンピングが起こり、委託

業者が替わっても、現場の清掃従事者は替わらない

ことが少なくない。そうした基準のなさにより、質

の低下につながる可能性が危惧されている。 

3 研究対象の選定 
公共空間の評価基準には、限定的な使用者ではな

く、住民が快適に使用できることが大切となる。今

回の研究では、維持管理保全の状況・方法を広範囲

で比較しやすくするため、どの自治体にも存在する

公共空間にすべきである。 

これらのことから、研究対象を公園と公園トイレ

とした。公園トイレとは、公園にあるトイレと定義

する。 

  4 研究方法 

各自治体の維持管理保全状況の実態把握のため1都3

県15自治体へヒアリング調査行った。この15自治体

は、自治体のインターネットサイトに公園での活動

が記載されているものを選定の基準にした。 

ヒアリングの主な内容は以下のとおりである。

③公園トイレの
  委託・仕様書の内容

委託業者・清掃回数・
委託費・報告等

④公園トイレの
  維持管理

治安・利用状況・苦情陳
情・問題意識・その他取り
組み等

表１　ヒアリングの主な内容

項目 内容

①公園について 地元住民との関わり

②公園トイレについて
施設数・設置年・改修年・
改修原因等

 
5 研究結果 

今回は、表２に示す15自治体へのヒアリング調査

から分かった保全状況の実態について述べる。 

5-1 公園と住民との関わり 

住民との関わりは、自治体と管理協定を結ぶ町

会・団体、ボランティア、NPOによる公園の草刈りや

ごみ拾いなどの日常清掃・花壇の管理が主である。

この場合、清掃用具や花の苗など物品援助がなされ

る。定期的な樹木の剪定などは業者委託している自

治体がほとんどである。しかし神奈川県Ｎ市では、

講習会を設け樹木の剪定などの技術援助がある。 

公園管理は、継続的な活動が必要とされるが、引

き継ぎや住民間に問題がある地域も見られた。その

対策として東京都Ｃ区・神奈川県Ｎ市では、嘱託職

員を派遣している地域がある。活動の方法を指導・

相談に乗ることで、それぞれに合う取り組みが活発

に、広報や行事の開催など発展的に行われている。 

5‐2 公園トイレについて 

自治体が管理する公園数に対する公園トイレ・だ

れでもトイレ施設数の割合には、それぞれの方針に

よりばらつきがある。 

公園トイレ増減の傾向は、撤去・新設・移設とも

に住民の同意を得るのが難しいのが現状である。し

かし埼玉県Ｋ市では、町会のみで管理している公園

トイレがあり、高齢化により清掃など管理すること

が難しくなって撤去する例もみられる。 
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5-3 清掃委託・仕様書の内容について 
(1)清掃委託のついて 

清掃は、主に清掃業者・シルバー人材派遣に委託

している。公園清掃と公園トイレ清掃は、別々の業

者に委託している自治体が11自治体ある。4自治体

は、一部の公園・公園トイレを指定管理者などに委

託している、または住民が管理している。 

清掃業者は、入札で選考されている。指定管理者

は、提案と入札で選考されている。 

(2)仕様書について 

仕様書は、おおまかな内容で適宜自治体が業者に

指示するものと、細かい内容まで記載されているも

のがみられる。清掃回数は使用率に合わせて決めら

れている自治体が多い。しかし自治体の方針で減ら

したり、逆に清掃に力を入れる方針により東京都Ｇ

区では、前年の2倍の清掃回数にしていた。トイレッ

トペーパーや芳香剤等の設置の有無も自治体それぞ

れの状況・方針で決められている。 

(3)委託業者と自治体について  

委託業者と自治体の連絡は、密に行われており適宜

対応できる体制である。報告書は、月1回提出として

いる。その内容は、時間を細かく記入するタイプや

チェック項目があるものなど様々で、定期的に写真

での報告が必要な場合もある。 

自治体職員の定期的な実地点検は、公園の点検と

ともに月1回行われている4自治体。その他、不定期

に点検する、または報告があれば対応する。 

5-4 公園トイレの維持管理について 
(1)改修・修繕について 

改修は、計画的に改築・耐震補強している自治体

が7自治体ある。しかし、5自治体は修繕のみ・部分

的にリフォームして公園トイレを維持している。修

繕は、破損・故障などに随時対応している。バリア

フリー法の改正やオストメイト化の対策は徐々に進

んでいるようだが、設置した後の維持管理法など前

例がないため、模索中の自治体が多い。 

(2)治安維持について 

治安維持に関しては、5自治体は委託警備会社・巡

回員などの巡回ルートに指定した公園・公園トイレ

を入れてもらう自治体もある。その他2自治体は、一

部公園トイレの施錠管理をしている。しかし、8自治

体は、住民の目・清掃者に頼っている。 

(3)管理上の問題・自治体の問題意識について 

公園トイレの管理で主に問題になっているのは破

損・汚れ・落書きである。破損・汚れなど使用に支

障がある場合は、苦情陳情の報告がくるが、落書き

の場合はない。住民が公園トイレの維持管理をして

いる地域は、苦情がないという自治体もある。 

問題意識は、自治体によって様々である。東京都

Ａ区は子育て支援に力を入れており、ベビーベッ

ド・ベビーチェアなどを増やしている。また東京都

Ａ区・Ｈ区では、汚れの防止・清掃の省力化を図る

ために、高圧洗浄・コーティングを試験的に導入し

ている自治体がある。その他、遊具の老朽化・樹木

の管理など公園の管理に力を入れていて、公園トイ

レに問題意識を持っていない自治体もある。 

 

  (4)利用状況の調査について 

利用状況は、実際に調査している4自治体ある。調査

費・時間がかかるので、経験則・立地条件で利用率

を把握しているのが現実だ。 

6 まとめ 
 今回のヒアリング調査で、自治体の状況や方針に

より様々な維持管理がされていることが分かった。  

 都心部と住宅街など地域の違いで、かなり公園ト 

イレに対する意識が違う。都心部では、公共空間とし

ての駅や商業施設のトイレが充実してきている現在、

公園トイレをどこまで充実させるかが課題になって 

いる。また、住宅街では使用率は低くても撤去するこ

とは難しく、破損・いたずらが問題になっている地域

が多かった。公園トイレの設置についても、治安維持

の点から東京都Ｂ市では極力作らない方針、埼玉県Ｍ

市では新しい公園には公園トイレを設置する方針な 

ど、自治体によって公園トイレに対する考え方もさま

ざまである。 

自治体同士の連絡体制はなく、それぞれの自治体で

管理している。今回の調査で、他の自治体に関心があ

る自治体も多かった。 

 今後、さらなる実態把握をするため、東京都23区を

はじめ調査範囲を拡げる。また、政令指定都市など

の実態も把握していく。 
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4

近
隣
公
園

ト
イ
レ

1
9
0万

円
2
2

１
公

園
6
5
万
円

1

１
公

園
シ
ル

バ
ー

人
材

派
遣

1
0
万
円

1
2

1
4
園

地
元
自
治
会

1
1
0万

円
1
3

-

街
区

・
近
隣

公
園

１
８
区

-
5
,6

月
1

大
規

模

公
園

公
園
管
理

事
務
所

(南
北
）

-
1
4

年
4

ト
イ
レ
の

数

定
期

清
掃

表
2
　
仕

様
書

の
内

容
・
委

託
費

の
比

較

5
2
6

適
宜

長
寿

命
化

計
画

耐
震
補

強
-

2
51

改
修
計

画
委

託
区
分

委
託
費
(年

）

神
奈
川

県
N
市

4
3
7
.3
8
km

²
3,
6
7
0
,4
1
1人

4
.6
7㎡

-

2
0

-

別
々

(日
常

清
掃

は
公
園

愛
護

会
）

2
57
1

-
汲

み
取

り
式

ト
イ
レ

は
替
え
て
い
く

清
掃

業
者

2 3 7

な
し - -

別
々

（
造

園
会
社

が
適

宜
）

1
1
4

57
16

8
0

年
１

年
1

な
し

年
2
棟
バ

リ
ア
フ

リ
ー

化

（
オ
ス
ト
メ
イ
ト
に
は

し
な
い
）

5
-

M
市

1
3
7
.5
8
km

²
14
5
,8
9
3
人

-
6

5
3
0
万

円

埼
玉
県

K
市

5
5.
7
5
k
m
²

50
1
,0
1
5
人

3
.4
2㎡

多
目

的
ト
イ
レ
を

増
や
す

方
針
無

し

1
8
0
万

円
- -

別
々

（
2
60
園

は

町
会

が
日

常
清

掃
）

L
市

2
1
7
.4
9
km

²
1,
2
0
9
,3
6
2人

5
.0
1㎡

2
8

3
9
6

96

6
-

1
6
0

2
00

破
損
に
対
し
て

随
時
対
応

し
て
い
く

- --

3

-

16
3

5
-

人
件
費
4
3
0
万
円

+
消

耗
品

同
時

-

-

-
-

38
-

-

千
葉
県

1
7
5
0
万

円
37

-

J
市

2
0.
9
9
k
m
²

7
,6
8
0
人

-
29
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